








要約: 

現在埼玉県下の保健所の 75%が、乳幼児検診の二次的健診として位置づけている事業を実

施している。発達の経過観察が必要なハイリスク児の健診は、小児科医による一次健診が

できない市町村が多数ある現状から、保健所でこれを補う努力がされていることがわかっ

た。 

今後、対象児の的確な把握、従事者の研修、施設設備の充実、各分野の関係職種の参加、

運営検討会の強化などによって、保健所と市町村の役割分担を効率的に行うことができれ

ば、多くのケースは保健所管内において継続的なフォローと支援が可能と考える。 


